
１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職員の採用及び退職等の状況（H19.4.2～H20.4.1）

（２）部門別職員数の状況

（３）定員適正化計画の目標
･全ての職員を対象に、行政部門、企業等部門別にそれぞれ削減に努めるものです。
･数値目標は、合併協議会における職員削減計画に基づき数値目標を設定しています。
･合併直後の平成17年4月1日の職員数762人を基準とし、9年間で77人(△10.1％)の削減により
 平成26年4月1日における職員数を685人以内とすることを数値目標としています。
･計画に対して実人員の状況は、平成20年4月1日現在で755人に対して728人(△27人)となっています。

【年次別推進目標】 (単位：人、％)

※採用には、岡山県教育委員会、岡山県警察本部、東備消防組合からの異動等を含む。

合計 32 47 △ 15

H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1区分 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 合計 増減率

退職予定者 △ 28 △ 5 △ 13 △ 18 △ 24 △ 31 △ 23 △ 24 △ 29 △ 195
採用予定者 32 2 5 11 9 17 14 13 15 118

職員数 762 766 763 755 748 733 719 710 699 685 △ 77 △ 10.1

行政部門 461 447 444 437 430 417 403 394 383 369 △ 92 △ 20.0

企業等部門 301 319 319 318 318 316 316 316 316 316 15 5.0
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備前市人事行政の運営等の状況について



２．職員の給与の状況
備前市の給与・定員管理等（平成20年9月公表）を参照ください。

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間の状況（平成20年4月1日現在）

※職場により異なる場合があります。

（２）休暇の状況（平成19年4月1日現在）
職員の休暇は、市の条例・規則で定められています。

○年次有給休暇
暦年に２０日付与します。年の途中で採用された場合は、下記の表のとおりです。

○一般職員の平均取得日数

○病気休暇　　病気休暇の基準は次のとおりです。

○特別休暇　　特別休暇の基準は次のとおりです。

平成１９年中の平均取得日数 平成１８年中の平均取得日数 平成１７年中の平均取得日数

７．３日 ７．２日 ６．６日

休息時間

２日

１０月

１２日 １０日

４５分

勤務時間の終
了時刻

８日 ７日 ５日 ３日１８日 １７日 １５日 １３日

５月 ６月

８時３０分 １７時１５分

７月２月 ３月

勤務時間の開
始時刻

休憩時間

１２月１１月

H19.4.1廃止

８月 ９月

８時間

１日の正規の
勤務時間

１月

公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員
災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に
規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場
合

年次有給休暇の日数

発令する日の属する月

２０日

１週間の正規
の勤務時間

４０時間

４月

医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日
又は時間

私事による負傷又は疾病の場合
医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範
囲内で最小限度必要と認める日又は時間

事　　　由 期　　　間

事　　　由 期　　　間

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方
公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める日又は時間

同上

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者とし
てその登録を実施する者に対して登録の申出を行
い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟
姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

同上

職員が結婚するときは5日、1親等の親族が結婚す
るときは、2日、2親等の親族が結婚するときは、1日
を超えない範囲内で市長の定める期間内における
その都度必要と認める日又は時間

結婚の場合

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に
出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間



○介護休暇　　介護休暇の基準は次のとおりです。

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成19年度）
（１）分限処分者数

（２）懲戒処分者数

停職

1 0 1

免職 合計

0 0

減給 戒告

免職

事　　　由 期　　　間

生理日の就業が著しく困難な女子職員の生理日の
場合

2日を超えない範囲内において必要な日又は時間

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健
法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健
指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける
場合

その都度必要と認める時間

1日2回それぞれ30分以内の必要と認める時間(男子
職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当
該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけ
るこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承
認され、又は労働基準法第67条の規定により同日
における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞ
れ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時
間を差し引いた時間を超えない時間)

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保
育のために必要と認められる授乳等を行う場合

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含む。)が出産する場合

市長が定める期間内における2日を超えない範囲内
で必要と認める日

1の年において5日の範囲内の期間

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を
含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、
又は疾病にかかったその子の世話を行うことをい
う。)のため勤務しないことが相当であると認められ
る場合

必要と認める日又は時間

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居
が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の
復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認
められるとき

職員の親族が死亡した場合 親族に応じた連続する日数の範囲内の期間

父母及び配偶者の法要の場合 1日

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事
故等により出勤することが著しく困難であると認めら
れる場合

必要と認める日又は時間

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が
退勤途上における身体の危険を回避するため勤務
しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める日又は時間

その他任命権者が必要と認める場合 必要と認める日又は時間

事　　　由 期　　　間

市行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全
部又は一部の停止の場合

必要と認める日又は時間

地方公務員法第42条の規定により、あらかじめ計画
された厚生計画の実施の場合

その計画実施に伴い必要と認める日又は時間

2 0

職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。以下この項において同
じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める
者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間に
わたり日常生活を営むのに支障があるものの介護
をするため、勤務しないことが相当であると認められ
る場合

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続す
る6月の期間内において必要と認められる期間とす
る。

降給 合計降任 休職

20 0



５．職員の服務状況
○職員に対して以下の通知を行い服務に関する意識の向上を図った。

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況
（１）研修の状況

○階層別研修（岡山県市町村職員研修センター）

新規採用職員研修（前期）

新規採用職員研修（後期）

初級研修

現任２部研修

中級研修

上級研修

新任係長研修

新任課長補佐研修

新任課長研修

○専門・特別研修（岡山県市町村職員研修センター）

パソコン研修

　パソコン研修（ｴｸｾﾙ応用）

　パソコン研修（ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ）

　パソコン研修（ﾈｯﾄﾜｰｸとﾊﾟｿｺﾝﾄﾗﾌﾞﾙ解決）

法令実務研修

政策形成演習研修

固定資産税初任者研修

徴収事務初任者研修

企業会計手法を取り入れた財務分析とその活用

政策法務研修

法務実務(入門)研修（基礎編）

住民税初任者研修

地方自治法・地方公務員法研修

民法(財産管理)事例研究研修

セルフエスティーム向上研修

ビジネスマナー研修

対人能力向上研修

住民と行政との協働研修

法務実務(入門)研修（応用編）

ファシリテーション技術（住民協働）研修

ＣＳ・クレーム対応研修

政策ディベート研修

意思決定能力強化研修

リスクマネジメント研修

法務実務(入門)研修（演習編）

コーチング研修

2

8/1.3

1 1

2 2 9/27.28

3 1

3

9/25

4 1 7/18　8/23

2 2 7/19.20

8/7.8

2 3

12 2 7/12.13

2 2 7/2.3

6/7/.8

1 2 6/26.27

5/14.15　5/16.17

2 2 6/11.12

1 2

4 2

新任課長級職員 8

研修日数(日)

－

研　　　修　　　名 受講者数(人)

3

対 象 職 員

新規採用職員

採用3年目の職員

採用5年目の職員

2

2

2

2

研修日数(日)

5

2

2

16

12

1

9

2

4

9

研　　　修　　　名

1

採用7年目の職員

新任係長級職員

新任課長補佐級職員

受講者数(人)

H19.7.2 参議院議員選挙における職員の服務規律の確保に係る通達について

H19.12.3 年末年始における綱紀の保持について（通達）

H19.11.1 職員の服務義務遵守及び綱紀の保持について（通達）

H19.5.1 時間外勤務の縮減について（通達）

H19.6.1 省エネルギー運動の徹底について（通知）

H19.4.1 職員の服務義務遵守及び綱紀の保持について（通達）

通知・通達日 通　　　　　知　　　　　名

10/16.17

6/12.13　15.16

7/25.26　10/9.10　11.12

5/22.23　5/31.6/1

10/1.2　3.4

11/5

2

1 2

新規採用職員 9 2 12/12.13

研修開催日

4/19.20.23～26

採用10年目の職員 5 2 8/28.29　30.31　9/3.4

11/12.13

11/21.22

17 2 9/19.20

研修開催日

－

2 11/5.6

5/24.25

10/26

4 1 1/28.29

2 2 11/27.28

6

1 1

1 12/10．11

1 2 12/5.6

3 2 1/10.11

1 2 1/16.17

1 1 2/5.6



○専門・特別研修

クレーム対応研修（岡山市職員研修所）

コンプライアンス研究会（岡山県市長会）

セクシュアルハラスメント相談担当者セミナー（21世紀職業財団）

○市単独研修等

○専門技術研修（岡山県建設技術センター）

森林土木(災害復旧)事業の概要研修

用地・前期第1次研修（初級）

災害復旧事業

ＣＡＬＳＥ／ＥＣ講座

アスファルト舗装技術(初級）

土木工事監督者Ⅰ

アスファルト舗装技術(初級）

災害査定

用地・後期

工事現場における安全管理

橋梁・トンネル事業

農業土木設計施工管理

○国内視察研修

○市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）

専門実務研修過程「人事評価の実践研修」

研　　　修　　　目　　　的 視　　　察　　　先

1

戦略セミナー「アウトソーシングの新展開」

研　　　修　　　名 対 象 職 員

行革担当職員

受講者数(人)

幼保一元化に向けての先進地視察（教育・保育）

1 2 5/8.9

課長以上

研修時間数

1.5hr

1

職員勉強会（地方財政健全化法、公会計改革）

◎研修

交通安全法令講習会 任意

メンタルヘルス（積極的傾聴）研修 管理監督者

職員勉強会（地方財政健全化法、公会計改革） 全職員 129

1

1

クレジット収納・コンビニ収納

1

研修日数(日)

5

専門実務研修過程「財務会計事務」

専門実務研修過程「議会事務」 8

三重県玉城町、松阪市 大阪府河内長野市

幼保一元化に向けての先進地視察（施設建設） 神奈川県横浜市 神奈川県箱根町

救急蘇生法講習 全職員 41

職員人権問題研修

主任級 54

ライフプランセミナー 40歳代

147

2hr×2回

47 1.5hr

54

207 7hr×5回

34 1.5hr

1.5hr

1hrｅ-Ｔａｘ利用促進研修会 事務担当者 32

9

係長以上

全職員 418

視察者数(人)

研修日数(日)

4

2 1

2

1

研　　　修　　　名 受講者数(人)

1

勤務評定者研修

高知県安田町 高知県香我美町

2

1

5

6

人事担当職員 1 3

財政担当職員 1 10

議会担当職員

11/6.7

5/14～17

7/3

9/4.5

5/31.6/1

7/31

7/19.20

7/27

8/9

10/16.17

5/23.6.21

11/9

11/26

9/6

12/19

研修開催日

行政対象暴力責任者講習 窓口担当者 18

研修開催日

4/5.6

6hr法制執務研修

2hr

リーダーシップ研修 環境ｾﾝﾀｰ、調理場、園

11/19

11/8

1/28.30

11/6

8/22.23

8/7.8

9/4

10/25

2/8

8 8hr

2 1

3 1

8/29

個人情報と情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ対策研修 一般事務、学校教員等 375 2hr×2回

共済制度に関する研修会 50歳未満 22

共済年金制度に関する研修会 50歳以上 39

新規採用職員研修（塵芥収集体験研修） 新規採用職員

新規採用職員研修 新規採用職員 8hr×2日

研　　　修　　　名 対象職員 受講者数(人)

目標管理研修 係長以上 149 3hr×2回

研　　　修　　　名 受講者数(人) 研修日数(日) 研修開催日

2 2 2/26.27

4/19

7/24.27

11/15～19

財務書類分析研修会 希望者 63 2hr×2回

2

1

45 2hr×2回

2

1.5hr

2

2

3 1

◎講習・勉強会

1

1

1

1

1

2hr×4回 1/24.25

3/18

9/27

2.5hr

2hr×2回



○全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）

○その他

財政、行革担当職員

商工業担当職員

人事担当職員

財政担当職員

希望者

人事担当職員

行革担当職員

企業誘致担当職員

（２）勤務成績の評定の状況

2

実施時期

11月1日

評　　　　　定　　　　　方　　　　　法

・成績、能力、姿勢の14効果要素基づき、評価の偏りを防ぐため、2段階評定による能
力成績主義評定を行っています。

緊急セミナー「公会計改革と自治体経営」 財政担当職員 1

研　　　修　　　名 対 象 職 員 受講者数(人) 研修日数(日)

地方公会計改革緊急セミナー 監査法人トーマツ

人事評価・目標管理制度導入説明会 日本経営協会

農村地域工業等導入研修会

地場中小企業の活性化対策研修 1電源地域振興センター

監査法人トーマツ

行政評価セミナー 監査法人トーマツ 1

人事考課と目標管理の導入研修 日本経営協会 1

1

1

研　　　修　　　名 受講者数(人)主催者 対 象 職 員

地方公会計改革セミナー 2

2

よい自治体を考えるシンポジウム 関西生産性本部

都市農村漁村交流活性化機構 1

実践的課題解決型研修「企業会計的手法による公会計改革」 行革・財政・出納担当職員 3 3



７．職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）職員の健康管理及び疾病予防

職員の安全と健康確保を目的に労働安全衛生法に基づき健康診断を実施しています。

○健康診断等受診状況

一般健康診断（一式）

心電図検査

血液検査（一式）

Ｃ型肝炎ウィルス検査

胃部間接撮影

※この他にも職員の健康管理に関する専門的技術を必要とする相談業務を実施しています。（Ｈ17.10月から）

○福利厚生事業の状況

（２）公務災害の発生状況 （単位：件）

（３）公平委員会の業務の状況

○勤務条件に関する措置の要求状況

・該当なし

○不当利益処分に関する不服申立の状況

・該当なし

14

受診者数(延人数：人)

251

270

・地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、備前市は同法第8条第2項に規定
する公平委員会の事務を岡山県に委託しています。

受診項目

14 1 15

・勤務場所等により、岡山県市町村職員共済組合、岡山県市町村職員総合事務組合、公立学校共済組
合、教職員互助組合に加入し、社会保障制度、福利厚生事業が組合を通じて行われています。

公務災害 発生件数（件）

46

通勤災害 発生件数（件） 合計（件）

293
















